
ため池等整備事業 他（継続） 

 

１ 趣    旨  

築造後における自然的・社会的状況の変化等に対応する場合又は人命、人家若しくは公共施設等に被害を及ぼす災害の発生するおそれ 

がある場合に、早急に整備を要するため池の改修等を実施する。 

 

２ 事 業 内 容 

(１)  ため池総合整備工事(一般整備型) 

老築化したため池の決壊等による農地、農作物および農業用施設等の被害を未然に防止するためのため池改修を行う。 

 (２) ため池総合整備工事(地震・豪雨対策型) 

耐震性の向上又は、豪雨による決壊を未然に防止するためのため池改修を行う。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ９３，８９４千円 

令和３年度 当初 ４７，２５４千円  

令和２年度 ２月補正 ４６，６４０千円  

 

５ 補 助 率   一般整備型 小規模 

(県営)  一般地域 ：国１／２、県２９％、中山間地域等：国５５％、県２９％ 

地震・豪雨対策型 小規模 

(県営)  一般地域 ：国１／２、県３４％、中山間地域等：国５５％、県３４％ 

 

６ 事業実施期間   令和元年度～令和６年度 
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防災重点農業用ため池評価事業 他（一部新規） 

 

１ 趣    旨 

県内の多くの農業用ため池は築造後長期間にわたって使用されており、経年的な劣化の進行や地震・洪水による損傷により堤体等が機

能低下し、地震・豪雨時にため池が決壊する恐れがあることから、ため池の健全性を評価する。また、ため池のハザードマップ作成を行

い、農村地域の防災・減災対策を進める。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） ため池評価 

劣化状況評価及び地震・豪雨耐性評価を実施する。 

（２） ハザードマップ作成 

ため池が決壊した場合に備え、浸水区域や避難経路等を明示したハザードマップを作成する。 

 

３ 事業実施主体   県、市町村 

 

４ 予 算 額   ２８４，２５５千円 

令和３年度 当初 １２０，０００千円  

令和２年度 ２月補正 １６４，２５５千円  

 

５ 補 助 率   定額（国１００％） 

 

６ 事業実施期間   平成２５年度～令和１２年度  

 

【担当課：農村整備総室農村基盤整備課 ０２４－５２１－７４１７】  
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